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第４節 産業構造 

１ 産業３部門の就業割合 

就業者総数は，昭和 50年から平成 22年にかけて２倍以上増加していますが，

その増加幅は小さくなりつつあります。 

産業別の就業者の割合を見ると，第１次産業及び第２次産業では減少がみら

れ，特に第１次産業は急速な落ち込みがみられます。一方，第３次産業は増加

傾向にあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

年  
総 数  

第 １次 産 業  第 ２次 産 業  第 ３次 産 業  産 業 分 類 不 能  

総 数  割 合 総 数 割 合 総 数 割 合 総 数  割 合  

（人 ） （人 ） （％） （人 ） （％） （人 ） （％） （人 ） （％） 

昭 和 50 年  46,240 19 ,386 42 .0 10,555 22.8 16,198 35.0 101 0 .2 

昭 和 55 年  60,653 15 ,862 26 .2 13,149 21.7 31,571 52.0 71 0 .1 

昭 和 60 年  70,199 12 ,129 17 .3 16,275 23.2 41,679 59.3 116 0 .2 

平 成 ２年  81,543 9 ,294 11 .4 20,218 24.8 51,798 63.5 233 0 .3 

平 成 ７年  90,368 7 ,227 8 .0 20,995 23.2 61,506 68.1 640 0 .7 

平 成 12 年  92,612 5 ,388 5 .8 20,169 21.8 64,971 70.1 2 ,084 2 .3 

平 成 17 年  94,455 4 ,290 4 .5 17,809 18.9 68,602 72.6 3 ,754 4 .0 

平 成 22 年  99,865 3 ,133 3 .1 17,268 17.3 69,190 69.3 10,274 10 .3 

3.1
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8.0

11.4

17.3

26.2

42.0

17.3

18.9

21.8

23.2

24.8

23.2

21.7

22.8

69.3

72.6

70.1

68.1

63.5

59.3

52.0

35.0

10.3

4.0

2.3

0.7

0.3

0.2

0.1

0.2

平成22年

平成17年

平成12年

平成7年

平成2年

昭和60年

昭和55年

昭和50年

＞ （％）

第１次 第２次 第３次 分類不能

表．産業３部門就業者の割合

資 料 ：国 勢 調 査 （各 年 10 月 1 日 現 在 ） 

＜産業３部門就業者の割合＞ 

資 料 ：国 勢 調 査 （各 年 10 月 1 日 現 在 ）
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1,235 965 783 685 625 553 615 634
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2,262

1,314 1,243
585 525 279
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S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22

＜農家数と耕地面積の推移＞

専業 第一種兼業 第二種兼業 経営耕地面積

（戸） （ha）

183 174 178 169 164 159
180 184 174 171

185

121

157

332,915
349,908

383,048

353,384

303,872 299,495
319,185 316,570

259,351
276,273

290,937 280,739
268,113
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＜工業の事業所数・製造品出荷額等の推移＞

事業所数 製造出荷額等

（戸） （百万円）

資 料 ：工 業 統 計 調 査 結 果 報 告 書 「茨 城 の工 業 」（各 年 12 月 31 日 現 在 ）

注 1）平 成 13 年 の従 業 者 ３人 以 下 の事 業 所 は，特 定 業 種 のみの数 値 。 

注 2）平 成 23 年 は「平 成 24 年 経 済 センサス」の調 査 結 果 を工 業 統 計 に 

合 わせて集 計 したもの。 

注 3）平 成 25 年 は速 報 値 。 

＜工業の事業所数・製造品出荷額等の推移＞  

資 料 ：農 業 センサス結 果 報 告 書 及 び茨 城 農 林 業 基 本 調 査 結 果 報 告 書 （各 年 2 月 1 日 現 在 ） 

 

２ 農業の状況 

平成 22 年の農家数は 3,878 戸で，昭和 50 年と比較すると約３割に減少して

います。 

農家の区分別に推移を見ると，専業農家は平成２年以降大きな変化は見られ

ません。一方，兼業農家は減少傾向にあり，特に第一種兼業農家の減少幅が大

きくなっています。こうした状況を反映して経営耕地面積も減少しており，昭

和 50 年と比較すると平成 22 年では約半減しています。  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 工業の状況 

平成 25 年の工業の状況を見ると，事業所数が 157 件，製造品出荷額等が約

2,681 億円となっ

ています。 

事業所数は，平

成 13 年以降，概

ね 横 這 い 状 態 が

続いていますが，

製 造 品 出 荷 額 等

は 緩 や か な 減 少

傾向にあります。 
 
 
 
  

＜農家数と経営耕地面積の推移＞
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資 料 ：経 済 センサス活 動 調 査 報 告 書

（平 成 9・14・16・19 年 は 6 月 1 日 現 在 、平 成 24 年 は 2 月 1 日 現 在 、それ以 外 の年 は 7 月 1 日 現 在 ）

資 料 ：観 光 物 産 課

（平 成 22 年 度 までは 4～3 月 で集 計 、平 成 23 年 度 以 降 は 1～12 月 で集 計 ）

 

４ 商業の状況 

平成 24 年の卸売業の状況を見ると，事業所数は 381 件で，年間販売額は約

5,037 億円となっています。 

昭和 60 年からの推移を見ると，事業所数は概ね増加しています。また，年

間販売額は大幅に増加しています。 

平成 24 年の小売業の状況を見ると，事業所数は 1,147 件で，年間販売額は

約 2,101 億円となっています。 

昭和 60 年からの推移を見ると，事業所数は概ね減少していますが，年間販

売額は平成９年まで増加が続いた後，それ以降は概ね横ばいが続いています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 観光の状況 

つくば市の年間観光

客入込数は，平成 17 年

の 402 万人をピークに

概ね減少傾向にあり，平

成 26 年時点で 342 万人

となっています。 
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事業所数 年間販売額

（件） （百万円）
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400
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＜年間観光客入込数の推移＞  

＜卸売業の事業所数・年間販売額の推移＞ ＜小売業の事業所数・年間販売額の推移＞ 

※平 成 23 年 より，年 度 （4 月 ～3 月 ）

の集 計 から，年 （1 月 ～12 月 ）の

集 計 に変 更  

294 295
277 278

261 248

208 214 205
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363 354
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345 332 342
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筑波山 つくば市全体
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資 料 ：平 成 24 年 都 市 計 画 基 礎 調 査

第５節 土地利用 
 

１ 土地利用現況 

平成 24 年の土地利用状況を見ると，つくば市全体の構成比は都市的土地利

用が 39.2％，自然的土地利用が 60.8％となっており，自然的土地利用が多く

なっています。 

区域区分別に見ると，市街化区域では，都市的土地利用が 91.4％，自然的

土地利用が 8.6％となっており，都市的土地利用がその大部分を占めています。

特に，研究学園地区の特徴である研究・教育機関を含む公共・文教厚生施設が

31.0％と最も多い割合を占めています。 

一方，市街化調整区域では，市街化を抑制し，農地や緑地保全を優先すると

いった区域の特性上，自然的土地利用が 72.9％と，大部分を占めていますが，

既存の集落や旧住宅地造成法等の開発による住宅団地など，住宅としての都市

的土地利用も 10.4％となっています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

＜土地利用の現況＞
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２ 区域区分・用途地域 

研究学園都市計画区域（つくば市全域）の面積は 28,372ha で，このうち市

街化区域が 5,347ha（18.8％）となっています。 

 

 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

  

＜都市計画図（平成 27 年 3 月現在）＞ 

第１種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

（平 成 27 年 3 月 現 在 ）

16.8%
0.3%

13.5%

6.4%

6.5%34.7%

0.1%
3.3%

3.1%

5.1%

0.7%

9.5%

用途地域

5,347ha

（市街化区域）

第 ２種 低 層

準 住 居
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３ 自然的土地利用規制 

（１）農業振興地域 

つくば市では，農業振興地域 22,057ha が指定され，その内農用地区域と

して 6,770ha が定められています。  
農業振興地域やその中の農用地区域において

は，土地利用の効率化を進め，優良農地の保全

を図るとともに，農業の活性化等を推進してい

ます。  
 

（２）地域森林計画の対象森林 

茨城県では，全国森林計画に基づき，県内を

３つの森林計画区に分けて地域森林計画を策

定しています。地域森林計画の対象となる民有

林においては，立木を伐採する場合や開発等を

行う際に，市町村への届出や茨城県の許可が

必要となります。  
つくば市では，県の霞ヶ浦地

域森林計画に基づき，「つくば

市森林整備計画」（平成 24 年４

月～平成 34 年３月を計画期間）

を策定し，地域の実情に応じ適

切な森林整備を推進しています。 
 

（３）自然公園（国定公園）  

優れた自然風景や景観，野生

のままの動植物等を多数有する

筑波山麓は，自然公園法に基づ

き，水郷筑波国定公園に指定さ

れています。  
水郷筑波国定公園では，優れ

た自然風景を保護するため，開

発行為等が規制されています。  
 

 

 

 

  

農業振 興地 域 22,057ha

農用地 区域  6,770ha

森林面 積  3,991.43ha

国有林  654.08ha

 民有林  3,337.35ha

（H24.4 現 在 )

（H27.3 現 在 )

＜自然的土地利用規制図＞ 
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表．地区計画 

４ 地区計画 

つくば市では地区計画が 35 地区で決定されており，このうち市街化調整区

域における地区計画が３地区，研究教育施設系の地区計画が 12 地区となって

います。 

 

番 号  地   区   名  地区計画区域面積(ha) 地区整備計画区域面積(ha) 決 定 年 月 日  

1 桜 柴 崎 地 区 65.7 28.1

H2.8.13 

H5.6.25 

H8.4.1 

H26.2.25 

2 台 町 地 区 26.1 26.1

H4.8.10 

H8.4.1 

H16.3.30 

3 薬 師 地 区 6.8 6.8 Ｈ5.1.5 

4 宿 西 地 区 38.9 38.9 Ｈ8.4.1 

5 つ く ば 豊 里 の 杜 31.9 31.9
Ｈ11.11.12 

Ｈ15.3.31 

6 葛 城 地 区 484.7 484.7
Ｈ16.12.17 

Ｈ26.2.25 

7 島 名 ・ 福 田 坪 地 区 242.9 242.9
Ｈ16.12.17 

Ｈ18.4.14 

8 萱 丸 地 区 292.7 292.7
Ｈ16.12.17 

Ｈ18.4.3 

9 花 室 西 部 地 区 11.6 11.6 Ｈ18.4.14 

10 上 河 原 崎 ・ 中 西 地 区 168.2 168.2
Ｈ20.5.15 

Ｈ23.5.31 

11 研 究 教 育 施 設 第 一 地 区 155.6 155.6 Ｈ22.4.9 

12 研 究 教 育 施 設 第 二 地 区 20.7 20.7 Ｈ22.4.9 

13 研 究 教 育 施 設 第 三 地 区 126.1 126.1
Ｈ22.4.9 

Ｈ23.12.28 

14 研 究 教 育 施 設 第 四 地 区 18.2 18.2 Ｈ22.4.9 

15 研 究 教 育 施 設 第 五 地 区 295.8 295.8 Ｈ22.4.9 

16 研 究 教 育 施 設 第 六 地 区 11.3 11.3 Ｈ22.4.9 

17 研 究 教 育 施 設 第 七 地 区 16.9 16.9 Ｈ22.4.9 

18 研 究 教 育 施 設 第 八 地 区 235.8 235.8 Ｈ22.4.9 

19 研 究 教 育 施 設 第 九 地 区 107.1 107.1 Ｈ22.4.9 

20 研 究 教 育 施 設 第 十 地 区 301.1 301.1 Ｈ22.4.9 

21 研 究 教 育 施 設 第 十 一 地 区 6.3 6.3 Ｈ22.4.9 

22 研 究 教 育 施 設 第 十 二 地 区 32.5 32.5 Ｈ22.4.9 

23 稲 岡 地 区 21.4 21.4 Ｈ22.6.18 

24 北 条 中 台 地 区 18.6 18.6 Ｈ22.6.18 

25 吾 妻 一 丁 目 十 六 街 区 1.6 1.6 Ｈ22.6.18 

26 
松 代 三 丁 目 

二 十 一 ・ 二 十 六 街 区 
4.3 4.3 Ｈ22.6.18 

27 並木二丁目十五・十六街区 1.7 1.7 Ｈ22.6.18 

28 中 根 ・ 金 田 台 地 区 41.4 41.4 Ｈ23.5.31 

29 竹 園 第 一 地 区 3.6 3.6 Ｈ23.12.28 

30 並 木 第 一 地 区 8.0 8.0 Ｈ23.12.28 

31 竹 園 第 二 地 区 1.7 1.7 Ｈ25.3.26 

32 竹 園 第 三 地 区 3.0 3.0 H26.10.20 

33 並 木 第 二 地 区 6.9 6.9 H26.10.20 

34 並 木 第 三 地 区 1.0 1.0 H26.10.20 

35 並 木 第 四 地 区 1.2 1.2 H27.10.22 

合      計 2,811.3 2,773.7 - 
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＜地区計画位置図＞ 
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５ 区域指定制度 

区域指定制度とは，平成 12 年の都市計画法の改正により創設されたもので，

つくば市では，「つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準

に関する条例」に基づき，平成 19 年４月１日から運用を開始しています。 

市街化調整区域であっても，区域指定の区域内の土地については，建築物の

用途制限（住宅，店舗等）や敷地の面積要件等に適合すれば，誰でも都市計画

法の許可を受けることが可能となります。 

 

 

 

  

番 号  大 字  

11-1 神郡 

11-2 田中・田水山 

11-3 
小沢・漆所 

北条・杉木 

11-4 平沢 

11-5 泉 

11-6 北条・小泉 

11-7 泉 

11-8 北太田 

11-9 栗原 

11-10 大形 

11-11 大形 

11-12 
松塚・横町 

栄・大 

11-13 古来 

11-14 下広岡 

11-15 上広岡・下広岡 

11-16 
天宝喜・稲荷川 

小茎・宝陽台の一部 

11-17 
高見原４丁目の一部 

高見原５丁目の一部 

11-18 手子生 

11-19 上郷 

11-20 西高野 

11-21 高野 

11-47 吉沼 

11-48 大 

11-49 山口 

番 号  大 字  

11-22 水守 

11-23 山木 

11-24 君島 

11-25 若森・大曽根 

11-26 大曽根・篠崎 

11-27 蓮沼 

11-28 玉取・大曽根 

11-29 前野・長高野 

11-30 前野 

11-31 篠崎 

11-32
要元南口の堀 

要元上口の堀 

11-33 要元猿壁・栗原 

11-34 上ノ室 

11-35 倉掛 

11-36 大角豆 

11-37 上広岡 

11-38 大角豆 

11-39 上原 

11-40 松野木 

11-41 柳橋・上横場 

11-42 上横場・榎戸 

11-43 若栗 

11-44
中山・菅間 

鷹野原の一部 

11-45

高見原２丁目の一部

高見原３丁目の一部

高見原５丁目の一部

高崎・稲荷川 

11-46 大井 

11-50 館野 

11-51 樋の沢 

11-52

下広岡・大角豆 

酒丸元西谷ヶ代 

酒丸元中東 

遠東 

番 号  大 字  

12-1 上大島 

12-2 上大島 

12-3 国松 

12-4 上菅間 

12-5 沼田・国松・筑波 

12-6 筑波 

12-7 
洞下・上菅間 

高野原新田 

12-8 中菅間 

12-9 臼井・神郡 

12-10 寺具 

12-11 作谷 

12-12 作谷 

12-13 安食 

12-14 下大島 

12-15 上岩崎 

12-16 下岩崎・上岩崎 

12-17 小茎 

12-18 今鹿島 

12-19 上里 

12-20 田倉 

12-21 上郷 

12-22 野畑 

12-23 今鹿島 

12-24 今鹿島 

表．第 34 条第 12 号の区域
表．第 34 条第 11 号の区域 
（第１指定区域） 

表．第 34 条第 11 号の区域 
（第２指定区域・第１指定区域を含む）
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  ＜区域指定位置図＞ 


